
【 裏面も必ず確認、ご署名ください。】

⑪
採用予定又は育児休業からの復職を理由に申請された方は、採用後又は復職後１ヶ月以内に就労証明書

を提出してください。
□はい　□非該当

⑫ 求職活動を理由に申請された方は、正当な理由がない限り、同じ理由で施設を利用することはできません。 □はい　□非該当

⑨
入所申請後に申請を取り下げる場合は、「子どものための教育・保育給付認定申請取下書」を、入所決定後

に入所を辞退する場合は、「入所辞退届」の提出が必要となります。
□はい

⑩
集団生活等の中で生活面・行動面で気になることがある場合に、関係機関と連携をとることがあります。また、

市から施設に児童の状況や保育要件等の情報を提供することがあります。
□はい

⑦
祖父母等と同居（世帯分離も含む）している場合で、父母の市町村民税が非課税の場合は、祖父母等

（家計の主宰者）の市町村民税の課税額で保育料が算定されます。
□はい

⑧ 提出していただいた書類等に、虚偽の内容が判明した場合は、入所決定を取り消します。 □はい

⑤ 入所選考の結果については、事前に電話・窓口等でのお答えはできません。 □はい

⑥
申請（届出）内容に変更が生じた又は生じる場合は、「子どものための教育・保育給付認定変更申請書兼

変更届」の提出が必要となります。
□はい

③

必要書類は、提出期日までに全て揃えて提出してください。

入園審査は、全ての書類が揃ってから行います。

提出された書類については、お返しできません。必要に応じ、事前にコピーをお取りください。

□はい

④ 各証明書類は、証明日から３ヶ月以内のものを提出してください。 □はい

　・ 継続入園申込（現況届）の場合は、①から⑫についてチェック☑してください。

　・ 新規入園又は転園申込の場合は、①から⑯についてチェック☑してください。

　・ 児童手当（特例給付）からの保育料特別徴収に関する同意書は、全ての保護者（父母）が署名してください。

　・ 該当項目にチェック☑がない場合や児童手当（特例給付）からの保育料特別徴収に関する同意書欄に父母の署名がないものは

　　 無効です。

次の項目は、全ての保護者さまがお答えください。

① 「入園のしおり」の内容を理解し、申し込みます。 □はい

②
子どものための教育・保育給付認定申請書・現況届兼特定教育・保育施設等利用申込書の「申請・申込み

にあたって同意していただく事項」に同意します。
□はい

申込確認書

保護者（申請者） ※子どものための教育・保育給付認定申請書・現況

　 届兼特定教育・保育施設等利用申込書に記入し

 　た保護者、申請子どもの氏名を記入してください。
申 請 子 ど も



　　都留市長　様

令和　　　　年　　　　月　　　　日

住　所　

保護者氏名（父）

※ 本人署名の場合、押印は不要です。

保護者氏名（母）

※ 本人署名の場合、押印は不要です。

児童手当（特例給付）からの保育料特別徴収に関する同意書

申請子どもの保育料に滞納がある場合又は滞納した場合は、都留市保育料滞納対策実施規則第6条の規定

により、私もしくは私の配偶者に支払われる児童手当（特例給付）から当該保育料の全部又は一部を市長が

特別徴収することに同意します。なお、申請子ども以外の子どもに係る保育料についても、同様に同意します。

㊞

㊞

⑮
お子さまに、身体面（病気やアレルギーなど）や発達面（行動や言葉の遅れなど）で配慮が必要な事があり

ますか。
　□はい　□いいえ

⑯
お子さまに、身体面や発達面で配慮が必要な場合は、その対応の可否について、施設に確認が必要な場合

があります。施設への確認はお済みですか。（※未確認の場合は、市から施設へ情報提供します。）

　□はい　□いいえ

　□非該当

次の項目は、新規入園のお子さまの保護者さまのみお答えください。

⑬

入所決定は選考により行われ、保育の必要性が高いお子さまから順に入所が決定します。

施設の利用定員を上回る入園申込がある場合は、希望園に入所できない場合があります。必ず入所希望順

に通所可能な施設を第３希望まで記入してください。

□はい

⑭

入所できなかった場合のお子さまの保育について、該当項目にチェック☑してください

　　□ 父又は母が家庭で保育する

　　□ 勤務先に連れて行く

　　□ 育児休業を延期する ⇒（ 最大　　　　年　　　　月　　　　日まで ）

　　□ 他の保育施設等に預ける予定 ⇒（ □認可外保育施設　□一時預かり保育　□その他 ）

　　□ 親族（祖父母等）に預ける

　　□ その他


